
アマゾンジャパン合同会社によるポイントサービス利用規約の変更への 

対応について 

平成３１年４月１１日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，アマゾンジャパン合同会社（法人番号 3040001028447）が，

平成３１年２月２０日，Amazon マーケットプレイスの出品者との間の Amazon ポ

イントサービス利用規約を変更し，出品される全ての商品について最低１パー

セントのポイントを付与し，当該ポイント分の原資を出品者に負担させる旨の

内容としたことについて，独占禁止法上の懸念（優越的地位の濫用）があったた

め，所要の調査を行っていた。 

こうした中，平成３１年４月１０日，アマゾンジャパン合同会社は，上記規約

の変更を修正し，商品をポイントサービスの対象とするか否かについて，出品者

の任意としたため，公正取引委員会は，当該規約変更に係る上記調査を継続しな

いこととした。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局情報管理室 

電話 ０３－３５８１－５４７１ 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 


